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2023 年９月 15 日 

各      位 

 

 

 

（プライム市場の）上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更） 

及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について 

 

 当社は、2021 年 12 月 28 日に株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という)に「新市場区分の上場維持基準の

適合に向けた計画書」（以下、「適合計画書」という）を、さらに 2022 年 5 月 26 日、2023 年３月 15 日及び 2023 年６月 14 日

「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」を提出し、その内容について開示し、プライム市場の上場

維持基準の適合に向けた取り組みを進めてまいりました。 

今般、2023 年４月１日施行の東京証券取引所の規則改正に伴い、改めて社内で協議を重ねた結果、当社は本日の取締役会

でスタンダード市場への選択申請をすることを決議し、東京証券取引所に申請いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。なお、スタンダード市場への選択理由及びスタンダード市場の上場維持基準への適合状況についても、下記のと

おりです。 

記 

 

１. プライム市場の上場維持基準への適合状況の推移及び計画期間 

当社の 2021 年６月 30 日及び 2023 年３月 31 日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおり

となっており、「流通株式時価総額」及び「１日平均売買代金」につきまして、同時点で基準を充足いたしておりません。 

なお、当社は当該基準適合に向けた計画期間につきましては、「流通株式時価総額」は 2026 年３月末、「１日平均売買代

金」は 2025 年 12 月末迄として定めております。 

 
流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

流通株式比率 

（％） 

1 日平均 

売買代金 

当社の状況 

2021 年６月末時点 

※１ 
26,917 単位 20 億円 39.2％ 0.04 億円 

2023 年３月末時点 

※１ 
36,041 単位 27 億円 52.4％ 

0.04 億円 

※２ 

プライム市場上場維持基準 20,000 単位 100 億円 35.0％ 0.2 億円 

適合状況 適合 不適合 適合 不適合 

※１ 適合状況は東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等を基に算出を行ったものです。 

※２  1 日平均売買代金の適合状況は、2023 年１月 11 日に東証から 2022 年 12 月末時点の上場維持基準への適合状況（売

買代金基準）として通知を受けたものです。 

 

２. 上場維持基準の適合に向けた取組みの実施状況及び評価 

2023 年６月 14 日に開示した「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」に記載のとおりです。 

会 社 名 株 式 会 社 Ｃ ｏ ｍ ｉ ｎ ｉ ｘ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員  柳 川  修 一 

コード番号 3 1 7 3  東 証 プ ラ イ ム 市 場 

本社所在地 大 阪 市 中 央 区 南 本 町 1 - 8 - 1 4 

問 合 せ 先  

役職・氏名 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 林 祐介 

電 話 番 号 0 6 - 7 6 6 3 - 8 2 0 8 ( 代 表 ) 
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３. スタンダード市場の選択理由 

当社は、「適合計画書」に基づき、プライム市場上場維持基準を充たすべく各種取り組みを進めておりますが、移行基準日

（2021 年６月 30 日）時点で当該基準に未充足であった「１日平均売買代金」及び「流通株式比率」について 2023 年３月 

31 日時点においても引き続き未充足の状況となっております。加えて、 2023 年４月１日に施行された東証の規則改正によ

り、2026 年３月末までに上場維持基準を満たさなければ監理銘柄に指定されることとなり、当該基準を充足しなければ上場

廃止となるリスクが生じました。現時点においては、限られた経営資源を昨年度よりスタートさせた中長期経営計画の推進

に集中し、当社事業の更なる成長と収益力の強化に努めることが、中長期的な企業価値の向上に最善であり、ステークホル

ダーの皆様の利益に資するものと考えております。 

これらの状況を考慮した結果、株主・投資家の皆様が安心して当社株式を保有・売買できる環境を整え、事業成長に集中

することが重要と判断し、スタンダード市場への移行を選択いたしました。 

そのうえで、今後につきましても将来的に改めてプライム市場上場を果たすべく、引き続き「適合計画書」の取り組みを

実行し、安定的・継続的にプライム市場の上場維持基準を充足できるよう、企業価値向上のための事業計画の推進（M＆A・

海外マーケット等への戦略投資加速、新領域・成長分野への積極展開、収益性向上・強靭な財務体質の実現、人材戦略・働

き方改革・DX の推進等）をはじめとして株主・投資家の皆様との積極的な対話やコーポレート・ガバナンスの充実に取り組

み、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。 

 

４. スタンダード市場の上場維持基準への適合状況 

直近基準日である 2023 年３月 31 日時点のスタンダード市場上場維持基準への適合状況は以下のとおりであり、全ての上

場維持基準に適合しております。 

なお、今後、上場維持基準の各項目の判定基準日において、同市場の上場維持基準の全てに適合している場合には、「スタ

ンダード市場上場維持基準への適合に向けた計画書」の開示は不要となりますので、適合計画の進捗についての開示は行い

ません。 

 株主数 
流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

流通株式比率 

（％） 
純資産の額 

月平均売買高 

（単位） 

当社の状況 

（2023 年３月末時点）※ 
5,794 名 36,041 単位 27 億円 52.4％ 純資産の額が正 10 単位以上 

スタンダード市場 

上場維持基準  
400 名 2,000 単位 10 億円 25.0％ 純資産の額が正 10 単位以上 

適合状況 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

※流通株式数、流通株式時価総額及び流通株式比率は 2023 年 3 月 31 日時点の株券等の分布状況等をもとに東京証券取引所

が行った審査結果の通知に基づき記載しております。 

※純資産の額は 2023 年８月９日に提出した 2024 年３月期 第１四半期報告書提出時点の数値に基づき記載しております。 

※月平均売買高は 2023 年１月から６月までの売買高をもとに当社が試算した数値です。 

 

５. スタンダード市場への移行予定日 

スタンダード市場への移行は、2023 年 10 月 20 日となります。同日以降、当社株式の取引はスタンダード市場に移行し、

同市場にて取引が継続されます。 

 

以   上 


